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「住生活基本法」の概要 努の著Lい変化あ好まえ公彪資金を中心とLた廟瀕願による／量ノ藤原から、粛  

虜仁おノナるス′ッ勿露骨仁よる倭／ノ敢上へ、虜粛坑系を掴に紘  

定の確保及び向上の促進に関する施策につい、て、、鼻本嬰象等を明らか  
に、施策の基本となる事項を定めることにより、漣盛漫濾迩海嶺菊嶽  

ことにより、その適切な実施を図る。  

国及び地方公共団体の施策の策定・実施の  
上施策の策恵一実施。国民の理解の増進。  

・安全・安心で良質な住宅ストック・ 

〔10年程度先を見通 

住生活の安定の確保及び向上の促進に関するアウトカム目槙の設定。  

◇施策の基本的方針  

◇全国的見地からの目標1施副 地域特性に応じた目標偶策  

◇政策評価の実施  

（
碑
聾
の
）
 
 
 



0全脚ば、平成7β卒柳訊諾決一定を予見  
住生活基本計画（全国計画・案）の概要   

○住生活基本法に基づき、住生活安定向上施策を総合的かつ計画的に推進するため策定  
はじめに   ○計画期間は平成18年度から平成27年度の10年間  

（横断的視点）  

基本的な方針  
地域の実情を  
踏まえたきめ細  ○住宅の位置づけと住生活安定向上施策の意義；  

○施策についての横断的視点  

l  

市場重視  ストック重視  

かな対  

ゐユ土バ⊥サルデザイン化率  tユニ／く「サルデザイン化の促進  

関係者の連携・協力  t統計調査の充実  
政策評価の実施とおおむね5年後の計画見直し   

地域属性に応じた  

施策の推進 等  
施策の推進  大都市圏における住宅  




